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一宮市上下水道部告示第 16 号 

公募型プロポーザルの実施について 

次のとおり、公募型プロポーザルの実施について公告する。 

令和 6 年 6 月 10 日 

一宮市水道事業等管理者 

多 和 田 雅 也 

１ 業務名称 

東部・西部浄化センター等運転維持管理業務委託（以下「本業務委託」という。） 

２ 業務対象施設 

(1) 東部浄化センター 

(2) 西部浄化センター 

(3) 中継ポンプ場、雨水貯留槽、マンホールポンプ、ろ過スクリーン等市内 40 箇所 

３ 業務委託内容 

(1)  東部浄化センター等の運転監視操作業務 

(2)  東部浄化センター等の保守点検業務 

(3)  水質測定業務 

(4)  定期整備業務 

(5)  環境整備業務 

(6)  故障対応業務 

(7)  軽微な補修業務 

(8)  薬品・物品等の調達及び管理業務 

(9)  廃棄物搬出配車業務 

(10)  業務対象施設間の廃棄物の収集運搬業務 

(11)  その他(1)から(10)に附帯する業務で、一宮市上下水道部が必要とする業務 

４ 委託期間  

本業務委託の委託期間は、契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日までとする。ただし、

契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日までは、本業務委託の準備期間とし、業務履行期間は、

令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までとする。なお、本業務委託の準備期間に

係る経費等は、受託者の負担とする。また、業務は２４時間終日とする。 

５ 参加資格要件 

本業務委託についてのプロポーザルに参加できる事業者は、次の各号に掲げる要件をす

べて満たすものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。 

(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがされていない者であること。 
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(3) 令和 6・7 年度一宮市入札参加資格者名簿（物品等）に登録されている者であるこ

と。 

(4) この公告の日からプロポーザル参加資格を審査する日までの期間において、一宮市

建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領（平成 13 年 4 月 1 日制定）に基づく

指名停止の措置を受けていないこと。 

(5) 下水道処理施設維持管理業者登録（国土交通省）業者であること。 

(6) 合流式下水道処理施設（公称能力 17,000 ㎥/日以上）で直近 10 年以内に 3 年間以

上の単独企業として実務実績があること。 

(7) この公告の日からプロポーザル参加資格を審査する日までの期間において、「一宮

市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」（平成 24 年 12 月 18 日

付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結。以下「暴力団排除合意書」という。）に基づ

く排除措置を受けていない者であること。 

(8) プロポーザルに参加する他の参加者との間に、次のいずれかに該当する資本関係又

は人的関係がないこと。 

ア 資本関係 

① 親会社（会社法第 2 条第 4 号の親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第

2 条第 3 号の子会社をいう。以下同じ。）関係。 

② 親会社を同じとする子会社の関係。 

イ 人的関係 

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている関係。 

６ 東部・西部浄化センター等運転維持管理業務委託プロポーザル実施要綱（以下「実施要

綱」という。）、東部・西部浄化センター等運転維持管理業務委託プロポーザル募集要領

（以下「募集要領」という。）等の交付及び参加申込み手続は次のとおりとする。 

(1) 交付方法 

一宮市公式ウェブサイト＞しごと・産業＞企画提案からダウンロードすること。 

ID：1040642 

(2) 参加申込書の提出期限及び時間 

募集要領に記載のとおり。 

(3) 提出先 

〒491-0837 一宮市多加木 5 丁目 32-53 一宮市東部浄化センター 

一宮市上下水道部施設保全課 プロポーザル担当 

(4) 提出書類 

募集要領に記載のとおり。 

７ 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査の結果については、令和 6 年 6 月 24 日（月）付けで参加申込事業者に対

し、プロポーザル参加資格審査結果通知書を郵送で通知する。 

８ 提案書等の提出 

(1) 提出期間及び時間 

募集要領に記載のとおり。 

(2) 提出先 

〒491-0837 一宮市多加木 5 丁目 32-53 一宮市東部浄化センター 

一宮市上下水道部施設保全課 プロポーザル担当 

(3) 提出方法 
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提出方法は、参加事業者による持参とする。 

(4) 提出部数 

①業務提案書正本（様式第 7-1 号）・・・・・・・・・・・・・・・・・  １部 

②業務提案書副本（様式第 7-2 号）・・・・・・・・・・・・・・・・・  １部 

③提案見積書（様式第 8-1 号）、見積内訳書（様式第 8-2 号）・・・・・ 各１部 

④プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書（様式第 10 号）・・  １部 

⑤電子媒体による業務提案書正本（様式第 7-1 号）を記録した CD-R・・  １枚 

⑥業務提案書（プレゼンテーション及びヒアリング用）・・・・・・・・  ８部 

(5) 業務提案書の内容、その他詳細は募集要領に記載のとおり。 

９ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提案書等が提出された後、東部・西部浄化センター等運転維持管理業務委託プロポーザ

ルによる事業者選定評価検討会（以下「評価検討会」という。）は、参加事業者ごとにプ

レゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

(1) 日時及び場所 

プレゼンテーション及びヒアリング開催通知書により通知する。 

(2) 実施時間 

プレゼンテーションは各参加事業者 40 分以内とし、プレゼンテーション終了後、ヒ

アリングを 20 分程度行う。 

(3) 実施方法 

募集要領に記載のとおり。 

(4) プレゼンテーション及びヒアリングの順番 

プレゼンテーション及びヒアリングを行う順番は、参加申込時の受付番号の順とする。 

10 提案書等の審査及び受託候補事業者の選定 

(1) 評価検討会は、東部・西部浄化センター等運転維持管理業務委託プロポーザルによ

る事業者選定評価基準に基づき、それぞれの参加事業者の業務提案書の各項目について

評価及び採点を行い、評価基準総合点が最も高い者を受託候補事業者として選定する。 

(2) 受託候補事業者の選定決定は、令和 6 年 8 月下旬に文書での通知を予定している。

なお、電話等による問い合わせには応じない。 

11 契約の締結 

一宮市水道事業等管理者は、受託候補事業者と業務提案内容を基本とする契約条件につ

いて協議の上、一宮市水道事業等契約規程に基づき契約を締結する。 

12 契約保証金 

 一宮市契約規則第 8 条第 3 号に基づき免除とする。 

13 支払条件 

  本業務委託の委託料の支払い開始は令和 7 年 4 月の業務終了からとし、各月末終了後、

請求に基づき支払う。 

14 その他 

詳細は、実施要綱及び募集要領によるものとする。 
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【問い合わせ先】 

〒491-0837 一宮市多加木 5 丁目 32-53 一宮市東部浄化センター 

一宮市上下水道部施設保全課 プロポーザル担当 

電話番号  0586－73－5486 

電子メール shisetsuhozen@city.ichinomiya.lg.jp 


